
面会制限のおしらせ  

25.3.31  

  

インフルエンザ等感染症流行に伴い、４月１日以降も面会の制限を実施することになりま

した。  

  

【制限内容】  

① 面会については、前日までに電話にて予約をお願いします（13： 30〜16： 00 の間

で）  

② 面会時間は 30 分程度でお願いします。  

③ 面会時場所は、居室およびデイルームが可能です。  

④ その他の面会の約束については、これまでどおりです。（検温、消毒、マスク着用）  

⑤ 面会者の人数については３人までとさせていただきます。  

  

面会等に関して、ご不明な点がありましたら、バルツァ・ゴーデルまでお問い合わせくだ

さい。  


